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ケアマネって
何してくれる人？

介護サービスの
利用状況の報告

（給付管理業務※）

サービス提供
の調整

国保連

利用者

デイサービ
ス

ケアマネ
ジャー

困りごとはケアマネさ
んに相談しよう！

利用者

国保連 デイサービス

認知症カフェ

高齢者サロン外出支援薬剤師

主治医
ケアマネジャー

？ ！
制度施行当初 現 在

地域包括支援
センター

歯科医

給付管理業務･･･ケアマネジャーは、区分支給限度額の
確認と、各サービス事業者への介護報酬の的確な支払い
を実現する観点から、サービスの利用状況を
国民健康保険連合会に報告している。

※

介護支援専門員の重要性の変化



介護支援専門員・主任介護支援専門員の
確保は非常に厳しい時代となっています

中央福祉人材センター「福祉分野の求人・求職動向 令和７年７月暫定版」
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直近である令和７年７月の統計調査によれば、

介護支援専門員の職種別有効求人倍率は８．７７倍となっており、

介護職の６．４６倍を大きく上回る状況となってきています。

また、令和６年４月～６月との比較では、増減では+ ５．３３ptで

介護職（ヘルパー以外）を+３．０７倍上回って増加しています。



当協会としてお願いしたいことは
以下の３点です
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１．介護支援専門員の業務に見合った「処遇の改善」の実現

○賃金の改善に向けた施策

○業務の効率化による負担の軽減

２．資格更新、法定研修に係る負担の軽減

○資格としての更新制度と研修制度の切り分け

○法定研修の意義の明確化・分割受講の推進

３．居宅介護支援費及び介護予防支援費の現行給付の維持

○ケアマネジメント難民を作らない

○介護保険以外のサービスを活用したトータルケアマネ

ジメントの実現を



１．処遇改善の実現

「令和5年度介護事業経営実態調査」令和5年11月16日（社会保障審議会 介護給付費分科会 資料8）

©Japan Care Manager Association 5

種別
令和5年度実態調査常勤換算1人当たり

給与費

介護老人福祉施設 介護福祉士

介護老人保健施設 介護福祉士

420,009円

405,016円

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 389,196円

介護福祉士等を取得し実務経験５年後に受験資格ができ、近年、合格率

10％から20％程度の試験に合格し（平成30年度10.1％、令和4年度

19％）、実務研修修了後登録。さらに５年ごとに更新研修制度がある介護

支援専門員の経験技能と、給与費とが逆転している状況です。

介護支援専門員、主任介護支援専門員の人材確保がままならない状況です。



①研修の意義の明確化

資質向上のための研修機会の確保は必要。安易に法定研修の廃止だけで

済まされるものではない。

ただし、研修の質を確保するため全国基準の研修コンテンツが必要。

※当協会では研修テキストを作成し、その執筆者による講義動画および

修了評価のオンライン試験のコンテンツを作成および活用実績あり

②資格更新との関係

更新制と法定研修の考え方は別物である。質の向上として法定研修は必要

であるが、「更新に紐づけた」研修の仕組みについては見直しが必要。

③分割受講の推進

単年度での受講期間を複数年度での（複数の実施期間での受講を含め

た）分割受講に見直し、時間的負担を分散化。
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２．法定研修、資格更新制度の見直し



令和７年度第２回モニター調査
「介護支援専門員法定研修に関する実態調査」より

調査対象者数：985名 回答率：81.01％ 調査回答者数：802名 有効回答者数：798名
調査実施期間：令和７年６月30日(月)から７月７日(月)正午まで

○法定研修について負担に感じること（時間的なものを除く）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1
33.7 59.5 6.8

○介護支援専門員が定期的に研修を受講することの意義についてどの
ように考えているか

意義はあると思う 意義はあると思うが資格更新の条件とすべきではないと思う 意義はないと思う

法定研修について
意義があると思う
と回答しているの
は合計93.2％

研修を資格更新の
条件とすべきでは
ないとしているの
は59.5％
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３．現行給付の維持
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〇介護保険におけるケアマネジメントの意義

要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、そ
の心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・
福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス 提
供主体により総合的かつ効率的に提供されることが重要

ケアマネジメントに求められること
①公正中立な支援
②過不足の無い支援（サービス）の投入
③利用者の状態に応じた適切なタイミングでの支援提供
④誰もが安心して相談できる環境

※介護保険の枠を超えたケアマネジメントの実現には
介護保険の枠内の利用者負担議論は障壁となる。



区分 回答 率

１.賛成 142 9.6%

２.反対 1,131 76.6%

３.わからない 202 13.7%

未回答 2 0.1%

現場の介護支援専門員が感じる１０割給付の意義

反対の理由 率

ケアマネジメントの利用が抑制されることで、早期発見早期対応が困難になる 58.0%

利用者や家族からの不要なサービス利用などの要求がエスカレートする 69.0%

介護支援専門員の本来業務以外への要求が強まる 72.8%

利用者や家族との対等な立場での説明や支援が困難になる 59.8%

集金業務や利用料管理などの業務負担が増大する 76.4%

セルフケアプラン等を隠れ蓑とした囲い込みが増加する 28.8%

セルフケアプランが増加し、保険者業務負担が増大する 25.5%

無償で相談対応する機関が減ることで、市町村の業務負担が増える 26.6%

無償で相談対応する機関が減ることで、地域包括支援センターの業務負担が増
える

31.3%

その他 12.9%

9
出典：日本介護支援専門員協会「居宅介護支援費に利用者負担を導入した場合の影響及び介護支援専門員の業務の実態に関する調査研究事業」報告書 P14・15
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（その他）大学教育等を視野に入れた資格制度の確立

〇介護支援専門員資格については、医療・福祉に関する他の法

定資格を取得後に、５年以上関連する法定資格の実務経験を

経て、介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修

を修了し登録する仕組みとなっております。

〇前述の通り、介護支援専門員・主任介護支援専門員の確保が

困難となりつつあります。一方で近年は、介護支援専門員

（ケアマネジャー）を志望する児童や学生等の若年者層から

の声を耳にいたしますが、他の資格・免許のように直接に介

護支援専門員を目指すことはできません。

このため、希望する若者がダイレクトに介護支援専門員を目

指すことができるためにも、大学教育等を視野に入れた資格

取得制度が必要です。
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トータルケアマネジメントの実現を
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介護の問題

ＡＤＬ

認知症

介護離職

介護費用

介護者確保

生活の問題

生活支援者
の不在

生活環境
の悪化

地域社会か
らの孤立

緊急時の
支援体制
の不備

貧困

情報網から
の阻害

社会サービ
スの複雑化

高齢者の自立した生活を確保する
ためには、介護保険の枠を超えた
社会資源の存在と、そこにつなぐ
総合的なケアマネジメントが必要

高齢者の生活を脅かす要因

地域包括ケアシステム実現のた
めの地域づくりに必要な要素

報酬有り

報酬無し

ケアマネジメントは
「多様なサービス提供主体により
総合的かつ効率的に提供される」
ためのセーフティネット

自立した生活の実現というケアマネジメントの本質に適した環境整備を
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